
令和 6年 5月 10日  

 

建設工事登録業者の皆様へ 

財務部契約課  

 

建設工事における入札参加資格審査申請の特例措置について 

 

経営事項審査申請時の誤りにより、本市での希望工種の登録に支障をきたすケースが生じている

ことから、下記のとおり特例措置を設けることとしましたのでお知らせします。 

 

１ 対象案件 

 本市の工種登録にあたり、経営規模等評価結果通知書（以下「通知書」という）の技術職員数の誤

りにより登録が不可となるもの 

 

２ 特例措置 

  上記対象案件において、通知書の技術職員数がゼロとなっている工種の登録を希望するにあた

って、登録を希望する工種の資格等を有する技術職員が他工種の技術職員として経審通知書に記

載されている場合に限って、特例として他工種に代わって希望工種を登録することを認め、他工

種は技術職員数に関わらず登録できないものとして取り扱います。 

 

３ 申請手続き 

⑴ 申請期間 

  ①審査結果の通知を受けた日から３０日以内に、②既に審査結果の通知を受けている場合は 

６月１０日（月）までに下記書類を契約課に申請してください。 

 

 ⑵ 申請書類 

  ①の場合 ※建設工事登録の更新申請と一緒にご提出ください。 

・競争入札参加資格審査申請書（変更届） 

・経営事項審査申請時の技術職員名簿 

②の場合 

・競争入札参加資格審査申請書（変更届） 

・経営規模等評価結果通知書【写】 

  ・経営事項審査申請時の技術職員名簿 

 

４ 注意事項 

  この措置は、申請期間内に１回のみ行うことができるものとし、申請期間を過ぎて手続きできま

せんので、ご注意ください。 

 

以 上 

 

 

 

 



競争入札参加資格審査申請書（変更届） 

  年  月  日 

佐世保市長 様                       

住 所 〒 

 

                  商号又は名称 

                  代表者職氏名  

 

                    本件責任者氏名               

                    連絡先（固定電話番号）           

 

下記のとおり、登録事項に変更がありましたので申請します。 

記 

１ 登録業種 

 工事 ・ 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務 ・ 物品等 ・ 業務委託（役務） 

２ 変更事項（変更項目） 

変更事項（変更項目） 

登録工種の追加及び削除 

３ 変更内容 

変更前 変更後 変更年月日 

Ａ工種 

Ｂ工種 

Ｃ工種 

 

 

 

 

 

Ｂ工種 

Ｃ工種 

Ｄ工種（追加） 

 

 

 

 

 

 

  ※系列会社に関する変更の場合は、「系列会社に関する届出書」を提出してください。 

  ※この申請の控が必要な場合は任意様式にてご準備ください。 

                                          

【佐世保市使用欄】 

 

 

区分 物品・委託 工事・ｺﾝｻﾙ

業者番号

処理日

【合　議】　
財務SYS
確認

受付番号
課長 課長補佐

（工事・ｺﾝｻﾙ）

課長補佐
（物品）

課長補佐
（委託）

物品・委託担当 工事・ｺﾝｻﾙ担当

適用 入力 適用 入力

上記は、登録を希望するＤ工種を追加する代わりにＡ工種を削除する場合の記入例 


